機密性○情報		○○限り
（別記様式12）

殺処分命令書
番　　　号
年　月　日

○○　○○殿

○○県知事
○○　○○

あなたが所有する（管理する）次の豚等は、豚熱の疑似患畜と判定されたので、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下「法」という。）第17条第１項第２号の規定に基づき、下記により殺すべき旨を命じる。
なお、殺処分の実施を期限までに行わないとき、行っても十分でないとき又は行う見込みがないときには、法第17条第３項の規定に基づき、期限を待たずに家畜防疫員が殺処分を実施する。

豚等の所在する場所

記

1． 殺処分の対象（対象となる豚等の日齢の考え方、頭数等）

2． 殺処分の実施期限

3． 殺処分を行う場所

4． 殺処分の方法（薬殺/電殺/ガス殺）

５. その他

（備考）
１．この指示については、行政不服審査法（平成26年法律第68号）による審査請求をすることはできません。
２．この指示により殺処分された豚等については、法第58条第１項の規定により手当金が交付されます。
ただし、本病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかったと認められる者等に対しては、手当金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した手当金の全部又は一部を返還させることがあります。


（別記様式12記載例）
殺処分命令書
○○衛○○○○号
令和○年○月○日

○○　○○殿
○○県知事
○○　○○

あなたが所有する（管理する）次の豚等は、豚熱の疑似患畜と判定されたので、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下「法」という。）第17条第１項第２号の規定に基づき、下記により殺すべき旨を命じる。
なお、殺処分の実施を期限までに行わないとき、行っても十分でないとき又は行う見込みがないときには、法第17条第３項の規定に基づき、期限を待たずに家畜防疫員が殺処分を実施する。

豚等の所在する場所：○○県○○市○○町○○―○○―○

記

1． 殺処分の対象（対象となる豚等の日齢の考え方、頭数等）
（1） ○号畜舎で飼育される○から○日齢の豚○頭
（2） 防疫措置が完了するまでの間に新たに生まれてくる予定の豚、全頭

2． 殺処分の実施期限
　令和○年○月○日（ただし、１（２）の豚については、この限りでなく、出生してから１週間以内に殺処分すること）

3． 殺処分を行う場所
豚等の所在する場所と同一

4． 殺処分の方法（薬殺/電殺/ガス殺）
薬殺、電殺、ガス殺

（備考）
１．この指示については、行政不服審査法（平成26年法律第68号）による審査請求をすることはできません。
２．この指示により殺処分された豚等については、法第58条第１項の規定により手当金が交付されます。
ただし、本病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかったと認められる者等に対しては、手当金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した手当金の全部又は一部を返還させることがあります。
